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令 和 ２ 年 ４ 月 ９ 日

朝霞市内保育園等及び放課後児童クラブ
在籍児童保護者等の勤務先関係者 様

朝霞市こども・健康部長 麦田 伸之

緊急事態宣言発令に伴う保育園等の登園自粛要請について（お願い）

日頃より、本市の保育行政に格別なる御理解と御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、埼玉県に令和２年４月７日「緊急事態宣言」

が発令されました。
それに伴い、本市では新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、保育園等に在籍す

る児童の保護者様に対しまして、令和２年４月８日下記のとおり登園の自粛をこれまで以
上に要請しました。
在籍児童保護者等の勤務先関係者様におかれましては、緊急事態宣言の趣旨を御理解い

ただき、皆様の大切な命を守るため特段の御配慮を賜りますよう、何卒御協力をお願いいた
します。

記

１ 要請期間 令和２年４月９日（木）から令和２年５月６日（水）まで
※今後の状況により延長される場合があります。

２ 要請内容 両親共に医療従事者や社会の機能を維持するために就業を継続する
ことが必要な方、ひとり親家庭などで仕事を休むことが困難な方等
を除き、原則として保育園等への登園の自粛をお願いします。

３ 対象施設 保育園、認定こども園、小規模保育施設、事業所内保育施設
放課後児童クラブ

担当 朝霞市こども・健康部保育課
【保 育 園 等】保 育 係 電話：048-463-2836（直通）
【放課後児童クラブ】保育総務係 電話：048-463-2939（直通）


